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本
事
例
の
ポ
イ
ン
ト

Ⅰ
　

有
限
会
社
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
三
重
は
、

２
０
０
２
（
平
成
14
）
年
12
月
に
三
重

県
伊
勢
市
で
創
業
し
た
。
２
０
０
５
年

に
伊
勢
市
内
に
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
を
開

設
し
た
こ
と
を
皮
切
り
に
、
現
在
で
は

７
事
業
所
を
運
営
し
、
介
護
分
野
で
の

地
域
貢
献
を
目
ざ
し
て
き
た
。

　
介
護
分
野
で
は
人
材
確
保
が
最
大
の

課
題
で
あ
る
が
、
同
社
は
分
業
制
度
を

導
入
し
た
こ
と
で
、
高
齢
従
業
員
が
戦

力
に
な
れ
る
場
の
創
出
を
実
現
し
た
。

　
本
事
例
の
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
通
り
。

（
１
）
シ
ニ
ア
世
代
が
安
心
し
て
働
き

続
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
２
０
１
８
年

４
月
に
創
業
時
か
ら
の
60
歳
定
年
を

66
歳
に
引
き
上
げ
、
継
続
雇
用
も
65

歳
か
ら
70
歳
に
延
長
し
た
。

（
２
）
賃
金
や
退
職
金
、
社
内
検
定
の

諸
制
度
を
整
備
し
た
。
賃
金
は
職
務

に
変
更
が
な
い
場
合
、
60
歳
到
達
時

の
賃
金
を
66
歳
（
継
続
雇
用
の
場
合

は
70
歳
）
ま
で
維
持
す
る
。
ま
た
、

社
内
検
定
制
度
の
受
検
資
格
の
年
齢

制
限
を
撤
廃
し
た
。

（
３
）
夜
勤
な
し
の
正
社
員
、
短
時
間

勤
務
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
な
ど
、
本

人
の
希
望
に
応
じ
た
多
様
な
働
き
方

が
で
き
る
人
事
制
度
を
採
用
し
た
。

（
４
）
介
護
業
務
を
、
利
用
者
の
身
体

に
触
れ
る
「
直
接
業
務
」
と
、
あ
ま

り
触
れ
る
こ
と
の
な
い「
間
接
業
務
」

に
分
け
る
分
業
制
度
を
導
入
し
た
。

分
業
に
よ
り
介
護
職
の
負
担
が
軽
減

さ
れ
、離
職
率
が
劇
的
に
改
善
し
た
。

企
業
の
沿
革
・

事
業
内
容

Ⅱ
　
同
社
は
２
０
０
２
年
12
月
に
三
重
県

伊
勢
市
で
創
業
し
、
現
在
で
は
グ
ル
ー

プ
の
株
式
会
社
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
、
社
会

福
祉
法
人
ウ
ェ
ル
ハ
ー
ト
厚
生
会
と
一

体
と
な
っ
て
11
事
業
所
を
運
営
し
て
い

る
。
伊
勢
市
に
軸
足
を
置
い
て
、
近
隣

の
度わ

た

会ら
い

郡
南
伊
勢
町
、
多た

気き

郡
明め

い

和わ

町

で
事
業
を
展
開
、
津
市
や
鈴
鹿
市
で
も

介
護
付
有
料
老
人
ホ
ー
ム
や
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
施
設

を
運
営
し
、
地
域
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に

応
え
て
い
る
。

　
入
居
費
用
を
極
力
抑
え
な
が
ら
良
質

で
心
の
こ
も
っ
た
同
社
の
介
護
サ
ー
ビ

ス
は
高
い
評
価
を
受
け
事
業
所
の
ひ
と

企業プロフィール企業プロフィール

有限会社 ウェルフェア三重
（三重県伊勢市）

◎創業　2002（平成14）年
◎業種　老人福祉・介護事業
◎従業員数　105人（2018年4月1日現在）
（ 内　訳 ） 60～64歳 5人 （4.8％）
 65～69歳 5人 （4.8％）
 70歳以上 2人 （1.9％）

◎定年・継続雇用制度
定年は66歳。希望者全員70歳まで継続雇用。それ以降は会社が必要と認
めた者を継続して雇用する。現在の最高年齢者は79歳

高年齢者雇用開発コンテスト
平成30年度

有
限
会
社 

ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
三
重
（
三
重
県
伊
勢
市
）

介
護
業
務
の
分
業
制
度
が
功
を
奏
し

経
験
豊
か
な
高
齢
者
の
力
が
活
き
る
職
場
を
実
現

厚生労働大臣表彰
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つ
で
あ
る
ウ
ェ
ル
ガ
ー
デ
ン
み
そ
の

が
、「
リ
ビ
ン
グ
・
オ
ブ
・
ザ
・
イ
ヤ
ー
」

（
高
齢
者
住
宅
経
営
者
連
絡
協
議
会
主

催
）
の
コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
部
門

最
優
秀
賞
を
受
賞
し
た
の
を
皮
切
り

に
、さ
ま
ざ
ま
な
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

高
齢
化
の
状
況
、

職
場
改
善
等
の
背
景
と

進
め
方

Ⅲ
　
同
社
の
従
業
員
数
は
、
２
０
１
８
年

４
月
１
日
現
在
１
０
５
人
、
正
規
従
業

員
85
人
、
非
正
規
従
業
員
20
人
で
構
成

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
60
歳
以
上
の

従
業
員
は
正
規
・
非
正
規
従
業
員
あ
わ

せ
て
12
人
で
あ
る
。

　
介
護
を
に
な
う
人
材
の
確
保
は
、
業

界
の
共
通
課
題
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で

も
２
０
１
３
年
こ
ろ
ま
で
は
応
募
し
て

く
る
人
も
多
く
、
募
集
す
れ
ば
す
ぐ
に

採
用
で
き
る
状
況
で
あ
っ
た
。そ
の
後
、

次
第
に
か
げ
り
が
見
え
始
め
、
職
員
を

採
用
し
づ
ら
く
な
っ
て
き
た
。

　
同
社
は
慢
性
的
な
人
材
不
足
を
改
善

す
る
た
め
に
、
高
齢
者
の
積
極
的
な
雇

用
へ
舵
を
切
る
こ
と
に
し
、
定
年
年
齢

や
継
続
雇
用
年
齢
の
延
長
の
検
討
を
始

め
た
。
そ
の
結
果
２
０
１
８
年
４
月
改

定
の
就
業
規
則
で
、
定
年
を
引
き
上
げ

る
と
と
も
に
、継
続
雇
用
も
延
長
し
た
。

　
ま
た
、
介
護
職
員
が
身
体
介
護
だ
け

で
な
く
洗
濯
や
掃
除
な
ど
の
業
務
も
に

な
っ
て
い
た
が
、
身
体
介
護
に
ど
う
し

て
も
追
わ
れ
、
洗
濯
や
掃
除
な
ど
の
業

務
が
後
回
し
に
な
る
と
い
う
状
況
が

あ
っ
た
た
め
、
介
護
職
員
の
業
務
の
洗

い
出
し
に
着
手
し
た
。

改
善
の
内
容

Ⅳ
（
１
）
制
度
に
関
す
る
改
善

・
定
年
延
長
・
継
続
雇
用

　
同
社
の
定
年
は
60
歳
、
継
続
雇
用
は

65
歳
ま
で
で
あ
っ
た
が
、
定
年
を
迎
え

る
職
員
か
ら
「
ま
だ
ま
だ
働
け
る
」
と

い
う
声
が
あ
が
り
、
ま
た
、
人
手
不
足

と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
た
め
、
２
０
１

８
年
４
月
か
ら
定
年
年
齢
を
66
歳
、
継

続
雇
用
年
齢
を
70
歳
に
延
長
し
た
。

　
継
続
雇
用
に
つ
い
て
は
、
希
望
す
る

者
全
員
を
定
年
退
職
日
の
翌
日
か
ら
満

70
歳
ま
で
、
１
年
ご
と
に
雇
用
契
約
を

更
新
し
な
が
ら
嘱
託
職
員
と
し
て
再
雇

用
す
る
。

　
ま
た
、
本
人
の
希
望
に
応
じ
た
働
き

方
が
可
能
と
な
り
、
夜
勤
な
し
の
正
社

員
、
短
時
間
、
パ
ー
ト
勤
務
な
ど
柔
軟

な
働
き
方
が
選
択
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

・
賃
金
や
賞
与
、
退
職
金
の
整
備

　

賃
金
規
程
に
基
づ
き
、
基
本
給
は
、

第
一
基
本
給
お
よ
び
第
二
基
本
給
で
構

成
さ
れ
、第
一
基
本
給
は
勤
続
給
と
し
、

第
二
基
本
給
は
経
験
お
よ
び
能
力
を
考

慮
し
、
社
員
の
処
遇
改
善
の
た
め
に
支

給
さ
れ
る
。

　
勤
続
給
は
、
毎
年
定
期
昇
給
し
て
い

く
が
、
60
歳
で
昇
給
停
止
と
な
り
、
66

歳
ま
で
（
継
続
雇
用
後
は
70
歳
ま
で
）

は
60
歳
到
達
時
の
賃
金
を
維
持
し
て
支

給
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
賞
与
に
つ
い
て
は
、
以
前
は

65
歳
ま
で
は
基
本
給
の
1
カ
月
分
が
支

給
さ
れ
る
も
の
の
、
66
歳
以
上
の
従
業

員
に
対
し
て
は
無
支
給
で
あ
っ
た
が
、

現
在
で
は
66
歳
ま
で
2
カ
月
分
支
給
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
２
） 

高
齢
従
業
員
を
戦
力
化
す
る
た
め

の
工
夫

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
は
心
身
的
負
荷

が
大
き
く
、
介
護
に
お
け
る
す
べ
て
の

業
務
を
介
護
職
員
が
に
な
う
た
め
、
日

常
業
務
に
お
け
る
職
員
の
疲ひ

弊へ
い

は
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
不
備
に
つ
な
が
り
、ま
た
、

2011 年に開設した介護付有料老人ホームみっかいち（鈴鹿市）
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特
定
の
事
業
所
に
お
け
る
離
職
率
を
高

く
し
て
い
る
と
い
う
現
状
が
あ
っ
た
。

こ
の
状
況
を
打
開
す
る
こ
と
が
喫
緊
の

課
題
と
と
ら
え
、
同
社
は
離
職
率
の
高

か
っ
た
事
業
所
を
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
に
、

ま
ず
介
護
に
お
け
る
す
べ
て
の
業
務
を

洗
い
出
す
こ
と
か
ら
始
め
た
。
そ
の
結

果
、
同
社
で
は
、
利
用
者
の
身
体
に
直

接
触
れ
る
介
護
の
専
門
業
務
（
清せ

い

拭し
き

、

入
浴
や
食
事
介
助
、
移
動
介
助
な
ど
）

で
あ
る
直
接
業
務
と
、
利
用
者
の
身
体

に
は
触
れ
な
い
洗
濯
や
掃
除
な
ど
の
間

接
業
務
の
分
業
制
度
導
入
を
決
め
た
。

　
分
業
制
度
に
よ
っ
て
介
護
専
門
職
員

が
直
接
業
務
に
集
中
す
る
こ
と
で
、
利

用
者
に
も
て
い
ね
い
な
対
応
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
、
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
つ

な
が
っ
た
。
一
方
で
高
齢
従
業
員
の
新

た
な
職
務
と
し
て
間
接
業
務
を
切
り
出

し
た
こ
と
で
、
人
生
経
験
豊
か
な
高
齢

従
業
員
が
、
間
接
業
務
を
通
じ
て
利
用

者
と
交
流
を
図
る
姿
が
若
い
世
代
の
従

業
員
の
よ
き
手
本
と
な
っ
た
。

　
ま
た
、
高
齢
従
業
員
一
人
で
は
対
応

が
大
変
な
部
分
に
つ
い
て
は
、
地
域
の

就
労
継
続
支
援
Ａ
型
※
事
業
所
の
協
力

を
得
て
、
A
型
事
業
所
の
社
員
と
と
も

に
間
接
業
務
に
あ
た
っ
て
お
り
、
就
労

機
会
の
提
供
と
人
材
育
成
の
格
好
の
場

と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
分
業
制
度
導

入
直
前
１
年
間
の
離
職
率
は
55
％
で

あ
っ
た
が
、
導
入
後
は
０
％
と
劇
的
に

改
善
さ
れ
た
。

（
３
）
能
力
開
発

　

従
業
員
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
目
ざ

し
、
同
社
で
は
月
１
回
合
同
研
修
を
実

施
し
て
い
る
。
２
０
１
８
年
以
降
は
66

歳
以
上
の
従
業
員
も
希
望
が
あ
れ
ば
、

研
修
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

直
接
業
務
に
た
ず
さ
わ
る
介
護
専
門
の

従
業
員
に
つ
い
て
は
、
介
護
支
援
専
門

員
や
介
護
福
祉
士
な
ど
の
資
格
取
得
研

修
な
ど
の
費
用
を
全
額
会
社
が
負
担
し

て
い
る
。

　
ま
た
、
同
社
で
は
従
業
員
の
キ
ャ
リ

ア
ア
ッ
プ
を
目
ざ
し
て
、
ウ
ェ
ル
フ
ェ

ア
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
検
定
制
度
が
整
備

さ
れ
て
い
る
。
従
来
受
検
資
格
は
60
歳

ま
で
と
さ
れ
て
い
た
が
、
高
齢
従
業
員

の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
る
た
め

に
、
年
齢
制
限
を
せ
ず
、
意
欲
の
あ
る

従
業
員
に
門
戸
を
開
い
た
。

　
こ
の
検
定
制
度
は
「
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア

グ
ル
ー
プ
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
検
定
」
と

呼
ば
れ
１
～
６
級
ま
で
あ
り
、
６
級
は

介
護
職
員
初
級
で
全
職
員
が
対
象
で
あ

る
。
試
験
問
題
は
介
護
福
祉
士
国
家
試

験
レ
ベ
ル
と
い
う
高
度
な
も
の
で
、
合

格
す
る
と
評
価
報
酬
と
し
て
、
正
社
員

は
賞
与
時
に
、
パ
ー
ト
社
員
は
時
給
額

に
そ
れ
ぞ
れ
等
級
に
応
じ
た
一
定
額
が

加
算
さ
れ
る
。

　
高
齢
に
な
っ
て
か
ら
の
専
門
的
研
修

受
講
は
大
変
で
あ
る
が
、
業
務
上
の
必

要
な
知
識
や
技
術
を
習
得
で
き
る
た

め
、
資
格
研
修
や
社
内
検
定
制
度
に
お

け
る
年
齢
制
度
の
撤
廃
は
、
高
齢
従
業

員
か
ら
歓
迎
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
健
康
管
理
と
安
全
管
理

　
同
社
は
、
専
属
の
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
に
よ
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や

キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
受
け

ら
れ
る
環
境
を
整
備
し
た
。
各
施
設
に

キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
出
向

き
、
業
務
だ
け
で
な
く
個
々
人
の
悩
み

に
も
対
応
し
て
く
れ
る
た
め
、
だ
れ
も

が
不
安
な
く
仕
事
を
継
続
で
き
る
職
場

環
境
を
生
み
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
毎

年
の
健
康
診
断
の
ほ
か
、
福
利
厚
生
と

し
て
保
養
所
の
提
供
な
ど
、
従
業
員
の

心
身
の
サ
ポ
ー
ト
制
度
の
充
実
に
も
力

を
入
れ
て
い
る
。

（
５
）
高
齢
従
業
員
の
活
躍

　
Ａ
さ
ん
（
79
歳
・
男
性
）
は
、
週
に

５
日
、１
日
４
時
間
の
パ
ー
ト
勤
務
で
、

環
境
整
備
や
利
用
者
誘
導
、
機
能
訓
練

な
ど
を
受
け
持
っ
て
い
る
。
同
社
が
事

談話室でコミュニケーションを取る職員と利用者

※�就労継続支援 A型……通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能な障害者に対して、雇用契約の締結などによる就労の
機会の提供と、生産活動の機会の提供、そのほかの就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練などの支援を行う
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業
を
展
開
す
る
地
域
で
は「
伊
勢
型
紙
」

が
有
名
で
あ
る
が
、
Ａ
さ
ん
は
伊
勢
型

紙
の
元
職
人
と
い
う
異
色
の
経
歴
の
持

ち
主
で
あ
る
。
60
代
に
な
っ
て
か
ら
介

護
の
仕
事
へ
転
職
。
当
初
は
利
用
者
の

送
迎
ド
ラ
イ
バ
ー
と
し
て
働
い
て
い
た

が
、
直
接
的
な
介
護
の
仕
事
が
し
た
い

と
、
71
歳
の
と
き
に
独
学
で
介
護
福
祉

士
資
格
を
取
得
し
た
。
資
格
を
た
ず
さ

え
て
75
歳
の
と
き
同
社
に
再
就
職
を
希

望
。
介
護
業
務
の
分
業
制
度
の
導
入
を

ち
ょ
う
ど
考
え
て
い
た
時
期
と
重
な
っ

た
た
め
、
さ
っ
そ
く
採
用
さ
れ
、
間
接

業
務
を
中
心
と
し
た
業
務
に
従
事
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
利
用
者
の
相
談
援
助

や
簡
単
な
機
能
訓
練
な
ど
も
担
当
し
て

お
り
、
Ａ
さ
ん
の
ソ
フ
ト
な
対
応
は
、

若
い
従
業
員
の
接
遇
の
お
手
本
と
な
っ

て
い
る
。
同
社
の
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
か

つ
て
の
伊
勢
型
紙
職
人
と
し
て
の
プ
ロ

の
技
を
披
露
す
る
こ
と
も
あ
り
、
利
用

者
か
ら
の
人
気
も
高
い
。
今
年
79
歳
に

な
り
、
同
社
の
最
高
年
齢
と
な
っ
た
Ａ

さ
ん
の
勤
労
意
欲
は
ま
っ
た
く
衰
え
ず
、

現
役
続
行
を
希
望
し
て
い
る
。

　
Ｂ
さ
ん
（
68
歳
・
女
性
）
は
４
週
間

の
う
ち
８
日
休
み
で
、
10
時
か
ら
19
時

ま
で
フ
ル
タ
イ
ム
の
パ
ー
ト
従
業
員
と

し
て
看
護
業
務
を
担
当
し
て
い
る
。
こ

れ
ま
で
の
豊
富
な
経
験
を
活
か
し
、
医

療
的
な
対
応
に
加
え
食
事
や
入
浴
な
ど

も
積
極
的
に
手
伝
っ
て
い
る
。
明
る
く

て
笑
顔
の
似
合
う
Ｂ
さ
ん
は
、
ス
タ
ッ

フ
の
母
親
的
な
存
在
で
あ
り
、
人
生
の

先
輩
と
し
て
従
業
員
の
よ
き
相
談
相
手

に
な
っ
て
い
る
。

　
Ｃ
さ
ん
（
72
歳
・
男
性
）
は
勤
続
12

年
目
を
迎
え
た
。
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の

重
要
な
戦
力
と
し
て
フ
ル
タ
イ
ム
で
勤

務
。
個
別
ケ
ア
や
食
事
の
支
度
、
介
助

な
ど
正
社
員
並
み
の
働
き
ぶ
り
に
厚
い

信
頼
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
６
）
特
記
事
項

　
同
社
が
試
行
錯
誤
の
末
、
導
入
す
る

こ
と
に
な
っ
た
業
務
分
担
と
い
う
考
え

方
は
、
結
果
的
に
従
業
員
全
員
の
心
身

の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
に
つ
な
が
り
、
利
用

者
に
と
っ
て
安
心
・
安
全
な
、
ゆ
と
り

の
あ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
可
能

と
し
た
。
同
社
の
高
齢
従
業
員
の
積
極

的
な
活
用
が
厚
生
労
働
省
の
「
グ
ッ
ド

キ
ャ
リ
ア
企
業
ア
ワ
ー
ド
２
０
１
７
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
賞
」（
人
材
開
発
統
括

官
表
彰
）受
賞
に
つ
な
が
っ
た
。
ま
た
、

女
性
が
働
き
や
す
い
企
業
と
し
て
、
厚

生
労
働
大
臣
よ
り
三
重
県
で
初
め
て

「
え
る
ぼ
し
」
認
定
を
受
け
た
。

（
７
）
今
後
の
課
題

　
同
社
で
は
、
分
業
制
度
が
介
護
事
業

に
お
け
る
高
齢
者
雇
用
の
一
つ
の
コ
ン

セ
プ
ト
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
見
据

え
、
現
在
の
分
業
制
度
を
グ
ル
ー
プ
の

各
事
業
所
に
水
平
展
開
し
、
シ
ニ
ア
層

の
さ
ら
な
る
雇
用
を
図
っ
て
い
く
と
し

て
い
る
。

　

介
護
分
野
に
お
け
る
人
材
確
保
は
、

今
後
い
っ
そ
う
厳
し
さ
を
増
す
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
な
か
、
同
社
で
は
新
た
な

戦
力
と
し
て
期
待
で
き
る
の
が
ア
ク

テ
ィ
ブ
シ
ニ
ア
だ
と
と
ら
え
て
お
り
、

シ
ニ
ア
層
に
特
化
し
た
制
度
の
さ
ら
な

る
充
実
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
る
。

　
ま
た
、
定
年
に
つ
い
て
は
、
当
初
は

撤
廃
も
検
討
し
た
が
、
60
歳
定
年
か
ら

い
き
な
り
定
年
制
を
撤
廃
す
る
の
は
性

急
す
ぎ
る
と
考
え
、
い
っ
た
ん
66
歳
定

年
と
し
た
。
今
後
は
、
定
年
延
長
の
影

響
を
み
な
が
ら
、
さ
ら
な
る
延
長
・
撤

廃
に
つ
い
て
も
前
向
き
に
検
討
し
て
い

く
。

　
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
介
護
分
野
の

役
割
を
し
っ
か
り
受
け
と
め
た
う
え
、

利
用
者
の
心
に
寄
り
そ
う
介
護
サ
ー
ビ

ス
を
充
実
さ
せ
て
い
く
た
め
に
、
全
社

を
あ
げ
て
の
挑
戦
が
続
く
。

通常業務のほか、施設内イベントなどの際も高齢従業員が活躍している


